
議案第５号

大網白里市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について

大網白里市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を次のように制定する。

令和２年１２月３日提出

大網白里市長 金 坂 昌 典

大網白里市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例

大網白里市社会体育施設の設置及び管理に関する条例（平成９年条例第１４

号）の一部を次のように改正する。

第１条中「に基づき」を「により」に改める。

第５条第１項中「者」の次に「（以下「使用者」という。）」を加える。

第６条第１項中「大網白里市使用料及び手数料条例」を「、大網白里市使用

料及び手数料条例」に改め、同条第２項中「雨天等」を「市長は、雨天等」に、

「返還」を「還付」に改める。

第７条各号列記以外の部分を次のように改める。

市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免

除することができる。

第７条第１号中「、生徒」を「又は生徒」に改める。

第８条中「一」を「いずれか」に、「又は停止若しくは」を「若しくは停止し、

又は」に改める。

第９条中「その限りではない」を「この限りでない」に改める。

第１０条中「規則」を「、規則」に改め、同条を第１５条とする。

第９条の次に次の５条を加える。

（指定管理者による管理等）

第１０条 教育委員会は、地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、教

育委員会が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に社会体育施設の管

理を行わせることができる。



２ 前項の指定管理者を指定する手続等については、大網白里市公の施設に係

る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１８年条例第１１号）の規定

による。

（指定管理者が行う管理の基準）

第１１条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他教育

委員会の定めるところに従い、社会体育施設の管理を行わなければならない。

（指定管理者が行う業務）

第１２条 指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 社会体育施設の使用の許可、許可の取消し等に関すること。

(2) 社会体育施設の使用料又は利用料金の徴収及び還付に関すること。

(3) 社会体育施設の利用料金の減免に関すること。

(4) 社会体育施設の維持管理に関すること。

(5) 社会体育施設の設置目的を達成するための業務

(6) 社会体育施設の設置目的を逸脱しない範囲で、使用者の利便性を向上さ

せるために必要な業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、社会体育施設の管理等に関し教育委員会が

必要と認める業務

（利用料金の収受等）

第１３条 指定管理者は、あらかじめ大網白里市使用料及び手数料条例別表第

１及び別表第２に掲げる額の範囲内において、市長の承認を得て利用料金を

定めることができる。この場合において、市長は、利用料金を当該指定管理

者の収入として収受させるものとする。

２ 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表す

るとともに、社会体育施設において使用者の見やすい場所に掲示しなければ

ならない。

３ 指定管理者は、第１項に規定する場合において、市長の承認を得て定めた

基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

４ 指定管理者は、第１項に規定する場合において、市長の承認を得て定める

基準により、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

（指定管理者による管理を行う場合の読替規定）



第１４条 第１０条第１項の規定により指定管理者に社会体育施設の管理を行

わせる場合にあっては、第４条中「大網白里市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）」とあるのは「指定管理者」と、第５条及び第８条中「教育委

員会」とあるのは「指定管理者」と、第９条中「教育委員会がやむを得ない

理由があると認めた」とあるのは「指定管理者がやむを得ない理由があると

認める場合において、大網白里市教育委員会の承認を得た」と読み替えるも

のとする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 第１０条第１項の規定により指定管理者に社会体育施設の管理を行わせる

場合において、この条例の施行の日から当該指定管理者に係る指定の期間の

始期までの間における当該社会体育施設の管理については、なお従前の例に

よる。

３ 第１０条第１項の規定により指定管理者に社会体育施設の管理を行わせる

場合において、当該指定管理者に係る指定の期間の始期の日前に第５条第１

項の規定による教育委員会の許可を受けている者は、同日以後は、第１４条

の規定により読み替えて適用する第５条第１項の規定により指定管理者の許

可を受けたものとみなす。


